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建設キャリアアップシステム 運用の為のマニュアル紹介
○ 建設キャリアアップシステムのホームページ「各種資料」の から入手します。

＜現場運用マニュアル 全9章の構成＞
第1章 はじめに
第2章 下請事業者の現場運用にあたっての準備
第3章 組織体制と管理者の設定
第4章 元請事業者の現場・契約情報の登録
第5章 元請事業者と下請事業者の施工体制の登録
第6章 元請事業者の現場の準備

ポスターA（現場名、現場ID記入欄あり）
ポスターB（カードリーダータッチイメージ１）
ポスターC（カードリーダータッチイメージ２）
※ポスターはそれぞれ、A3、A2、B2の3サイズ

第7章 就業履歴の登録と承認
第8章 情報の閲覧と出力帳票について
第9章 登録料と利用料

元請 元請 元請・下請下請 元請 元請・下請



現場で建設キャリアアップシステムを運用する為の手順

元請事業者

○現場管理者を設定

○現場・契約情報の登録

○施工体制の登録
下請事業者の施工体制の登録

〇建設キャリアアップシステムの元請事業者と下請事業者の現場運用における利用手順を説明します。
各項目の は、現場運用マニュアルの「章」となります。

下請事業者

○所属技能者の関連付け

○施工体制への技能者や下請事業者の登録
所属事業者による技能者の登録

（技能者の現場での立場、作業内容、資格等）

○技能者が就業履歴を蓄積
カードリーダーへのカードタッチ

システムへの直接入力

3
3
2

４

５
５

○カードリーダー等の設置 ６

７

○施工体制に登録された情報の確認 ８

○利用料金について 9



1. 現場管理者のつくり方



現場管理者が出来る事

システムの閲覧
就業履歴の確認 及び 直接入力の承認
安全書類の出力
現場・契約情報の内容変更
施工体制の登録
カードリーダーの設定 及び 「建レコ」の操作

【重要】
現場管理者については、管理者ＩＤ利用料は無料です。

510_閲覧
メニュー

520_就業履歴
メニュー

540_安全書類
メニュー

610_現場・契約
メニュー

620_施工体制登録
メニュー

現場管理者のつくり方

現場管理者権限のメニュー

910_ダウンロード
メニュー



現場管理者は、事業者責任者でログインして作ります。
階層管理者を作成している場合、階層管理者がその階層以下に現場管理者を作成することも可能です。

④検索ボタンを押します。
検索条件には何も入力しません。

➀ＩＤとパスワードを入力し、ログインをク
リックします。
事業者責任者または階層管理者のＩＤが
操作可能です。

②「810_事業者管理メニュー」をク
リックします。
③「20_組織ユーザ管理」をクリック
します。

⑤新規登録ボタンを押します。

現場管理者のつくり方
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【補足】
現場閲覧者権限は以下の３つのメニューが操作できません。
①自社情報の閲覧
②事業者の検索
③現場・契約情報の変更

⑥利用者立場プルダウンメニュー
から「現場管理者」を選択します。

⑦操作権限を選択します。

⑧組織情報を選択します。現場管理
者が所属する組織に合わせます。

⑨現場管理者の姓名、電話番号
およびメールアドレスを入力します。
⑩登録ボタンを押します。

⑪はいボタンを押します。
これで、初期パスワードとセキュリティ
コードが上記利用者メールアドレスに
届きます。

現場管理者のつくり方
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左記メールで届いたパスワードは初期パスワードです。
セキュリティコードを使用し、使いやすいパスワードに変
更します。
いよいよ利用開始です。

このように検索明細画面で表示されたら、完成です。
現場毎に現場管理者の登録が必要ですので、あらかじめ
作成することをお勧めします。

登録したメールアドレス宛に
パスワードが届きます
さらに別のメールでセキュリティ
コードが届きます。

【補足】
現場管理者は継続して利用できます。
例えば、ある工事が竣工し、その現場管理者が同一組織内の
新しい工事の担当者となった場合、新しい工事の現場管理者
として同じ管理ＩＤで設定することができます。

現場管理者のつくり方



2. 現場・契約情報のつくり方



元請け事業者の事業者責任者ID 又は 各階層管理者IDでシステムにログインして
「現場情報」、「契約情報」、「工事情報」の３種類を登録します

○現場・契約情報登録の方法は、2パターンあります。
「パターン1」・・・一つ一つの現場（工事、邸）別で登録
「パターン2」・・・複数の現場をまとめて登録
※「一つの敷地で工区分けされた工事」「一つの工事で年度分けされている工事」
「住宅工事や工期の短いリフォーム工事」などを「１つのエリアや１つの支店」などで、取りまとめて登録する
事も出来ます。

現場情報
（必ず登録）

現場名、組織情報、現場連絡先、現場事務所（住所、電話番号など）、
現場管理者、就業履歴蓄積期間、発注区分、有害物質の取り扱いの有無

契約情報
（必要に応じて登録）

契約工事名称、施工場所（住所、電話番号など）、発注者名、受注形態、
請負金額、契約工期、労働保険番号

工事情報
（必要に応じて登録）

工事区分（建築・住宅工事、土木工事、電気・空調衛生・その他工事）
コリンズ登録、建築確認番号、工事内容、
工事概要・特殊条件などの自由記入

※項目毎で表示・非表示を選択できますが、 「現場ＩＤ」、「現場名」、「発注区分」、「有害物質の取り扱いの有無」の
４項目は必ず表示されます。
この現場・契約情報は、下位の協力事業者も閲覧出来るので、現場の情報を共有する為にも「契約情報」「工事情報」の登録
をしておくことをお勧め致します。

○元請事業者はこれから着工する現場毎に「現場・契約情報」を登録します。

元請による現場・契約情報のつくり方



元請事業者が新しく着工する現場の 「現場・契約情報」 を登録する方法を説明します

赤丸の番号順に入力すると「現場・契約情報」をつくる事ができます。
これにより、現場ＩＤが発番され、後の施工体制の登録や作業員名簿の登録が可能となります。
現場ＩＤの発番や現場管理者ＩＤの作成は無料です。

1

元請による現場・契約情報のつくり方

① 「事業者責任者ID」 又は 「各階層管理者ID」で
システムにログインします

2

3

② 610_現場・契約 10_新規（個別登録） をクリックします
「現場契約内容登録」画面が開きます

③ 現場契約情報欄の現場名に、関係者に解り易い
工事名称を登録して下さい
組織情報を登録し、現場を管理する階層を設定する
場合には組織情報欄に登録します

3



5-2

5-1

元請による現場・契約情報のつくり方

4

4

⑤ 現場担当者情報を登録します

④ 現場事務所の電話番号・住所を登録します

住所はハイフン無しで郵便番号を入力し
住所検索をクリック

5-1 現場担当者情報欄の
明細登録をクリック

5-2 現場管理者情報登録画面が開きます
選択をクリック

5-3 現場管理者情報選択画面が開きます
検索条件で検索をクリック

5-3



元請による現場・契約情報のつくり方

4

複数の管理者を設
定する場合、明細
登録ボタンを押し、
追加します。

6

⑥ 就業履歴蓄積期間は契約工期より長めに設定します

5-4 現場管理者情報選択画面に明細一覧が表示されます
担当する現場管理者を選択し青色反転させます

5-4

5-5

5-5 設定ボタンをクリックすると現場管理者
情報設定画面に入力されます

5-6 設定ボタンをクリック

5-6



明細登録ボタンをク
リックし、さらに詳細
な情報を登録でき
ます。

このスライドスイッチを押すと「契約及び工事情報」
欄の明細登録ボタンを押せる様になります

「一時保存」ボタンを押すと、入力データを一次
保存もできます。

元請による現場・契約情報のつくり方

7 ⑦ 発注区分を選択

8
⑧ 有害物質の取り扱いの

有無をスライドスイッチで選択

9 ⑨ 工事の種類を選択

10

⑩ 内容確認へ をクリック



⑮ この現場ＩＤを利用し、施工体制を組み込んだり、
作業員名簿を登録します。
大事な番号ですので、メモしてください。
現場登録お知らせメールが事業者責任者登録
メールアドレスと現場管理者登録メールアドレス
に送信されます。

⑬ このメッセージが表示
される場合があります
システムに既に登録
されているデータが
存在していますので
確認の上、「はい」を
押します。

元請による現場・契約情報のつくり方
⑪ 入力した内容を確認し良ければ申請をクリック
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⑫ はいをクリック
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3. 施工体制のつくり方

上位事業者からの要請編
下位事業者からの承認編
所属事業者による技能者の登録編



○元請事業者と下請事業者が協力して施工体制情報を登録します。
元請事業者が一次下請事業者に要請を行い、一次から元請へ承認する事で施工体制を組みます
一次 二次間も要請と承認を行う事で施工体制を組みます

○未登録事業者を含む場合、直上位の事業者が未登録事業者及び未登録事業者直下位の事業者を登録します。

【重要】
一人でもカードを有していれば施工体制を組
み、作業員名簿に登録できます。
一日でも早く、一人でも多くの就業履歴が蓄
積できるようにしましょう。

施工体制のつくり方

登録 登録



施工体制登録の内、上位事業者から下位事業者への要請を説明します

元請事業者：（株）基金建設
一次事業者：アップ一次工務店（株）
二次事業者：システム二次建築（株）

➀ ログインＩＤとパスワードを入力し、ログ
インをクリックします。
事業者責任者、階層管理者または、
現場管理者のＩＤが操作可能です。

② 「620_施工体制登録」メニューをクリックします。

③ 「10_施工体制登録」をクリックします。

施工体制のつくり方（上位事業者からの要請編）

1 3

2

ここでは 元請事業者である「（株）基金建設」が

現場・契約情報に登録した「Ｚプロ建設工事」に、

一次下請事業者である「アップ一次工務店（株）」が、

二次下請として「システム二次建築（株）」を

設定する場面を説明します。



④ 検索ボタンを押します。
元請事業者の場合、「自社が登録した現場」に、
下請事業者の場合、「自社が施工体制に登録され
ている現場」に●を選択します。

⑤ 施工体制を組む現場名を選択
（青く反転）し、設定ボタンを押します。

現場ＩＤ欄に入力し、検索すると該
当現場のみ表示されます。

⑥ 下位個別登録ボタンを押します。
自社は黄色背景に表示されています。

⑦ 施工体制に組み込みたい会社の事業者ＩＤまたは
事業者名を入力します。

⑧ 検索ボタンを押します。

施工体制のつくり方（上位事業者からの要請編）
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事業者一覧に検索結果が表示されます。

⑨ 該当する行選択のラジオボタンを選択します。

⑩ 設定ボタンを押します。 ⑫ 「アップ一次工務店（株）」の下位事業者として「システム二次建築（株）」
が設定されました。
この時点では、ステータスが未承認と表示されます。

以上で、元請事業者である「（株）基金建設」が 現場・契約情報に登録した「Ｚプロ建設工事」に、

一次下請事業者である「アップ一次工務店（株）」が、 二次下請として「システム二次建築（株）」

を設定することができました。

この時点では、「システム二次建築（株）」において、ステータスが『未承認』という状態になっています。

この未承認を『承認』に変える操作方法を『施工体制のつくり方（下位事業者からの承認編）』にて、

説明します。

⑪ 「はい」を押します。

施工体制のつくり方（上位事業者からの要請編）
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ここでは、二次事業者である 「システム二次建築㈱」が
施工体制に登録要請されたので承認する方法を説明します。

① 「システム二次建築㈱」の 事業者責任者
または階層管理者の ＩＤとパスワードを
入力し、ログインします。

② 「620_施工体制登録」をクリックします。

③ 「40_承認要請リスト」をクリックします。

元請事業者：（株）基金建設
一次事業者：アップ一次工務店（株）
二次事業者：システム二次建築（株）

施工体制のつくり方（下位事業者からの承認編）

施工体制登録の内、下位事業者から上位事業者への承認を説明します

元請事業者である「（株）基金建設」が 現場・契約情報に登録した「Ｚプロ建設工事」に、

一次下請事業者である「アップ一次工務店（株）」が、 二次下請として「システム二次建築（株）」

を設定しましたが、ステータスが『未承認』という状態になっています。

この未承認を『承認』に変える操作方法を説明します。

1
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④ 検索ボタンを押します。
※あらかじめ表示されているケースもあります。

⑤ 承認要請内容一覧に表示されている該当する行の
右端の確認ボタンを押します。

⑥ 事業者登録画面が開きます
施工体制の部分に自社が黄色で表示
されています。
「工事名・工事内容」が空白なので
編集ボタンを押します。

⑦ 工事名称・工事内容を入力し、
更新ボタンを押します。

⑧ 承認ボタンを押します。

施工体制のつくり方（下位事業者からの承認編）
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以上で二次下請事業者である「システム二次建築（株）」のステータスが『登録』に変わりました。

これで元請事業者が登録した「Ｚプロ建設工事」の施工体制に 二次下請として「システム二次建築（株）」が

登録されたことになります

さらに三次下請事業者がある場合、同様に要請と承認を繰り返します。

⑨ 「はい」を押します。 ⑩ 「はい」を押します。

⑪ 承認要請内容一覧からデータが
無くなりました。

⑫ ステータスが登録に変わりました。

施工体制のつくり方（下位事業者からの承認編）
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○施工体制に登録した事業者は作業員名簿に技能者を登録します。
〇登録の際に、就業内容（職種や立場など）を追加登録します。

◎登録する情報

登録者
①技能者の所属する事業者が登録
②代理手続き事業者が登録
※代理手続きによる登録のためには、事業者間合意等が必要です

登録方法 ①作業員を個別に登録する
②作業員名簿パターンを登録［適用］する

就業内容

職種 技能者が登録している職種からプルダウンして選択
（とび工、鉄筋工等）

作業内容 自由記入

立場 プルダウンして項目から選択（職⾧、班⾧等）

有害物質の
取り扱い

チェックボックスの項目から選択（石綿に関する作業、
粉じんに関する作業等）および「その他」を選択して
の自由記入

特殊健康診断 プルダウンして項目から選択（有機溶剤、鉛、石綿
等）

作業内容などに
必要な保有資格

プルダウンし
て項目選択

技能者が登録している資格からプルダウンして選択
（技能士、資格・免許、技能講習等）

職種には大分類と小分類があります。プルダウンから
検索するか、コード表もご利用ください。以下は普通
作業員の例です。

施工体制のつくり方（所属事業者による技能者の登録編）



施工体制がつくり終わったら、次はそこで従事する技能者を登録します。
その現場で従事する技能者を登録し、作業員名簿を作成するイメージです。

施工体制に技能者を登録するのは、その技能者が所属する事業者です。

① 技能者が所属する事業者のＩＤとパスワードでログインします。
元請け事業者は事業者責任者、階層管理者、現場管理者の
ＩＤで操作することが出来ます。

一次以下の下請け事業者は、事業者責任者、階層管理者の
ＩＤで操作することが出来ます。

② 「620_施工体制登録」をクリックします。

③ 「20_技能者登録」をクリックします。

施工体制のつくり方（所属事業者による技能者の登録編）
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④ 検索ボタンを押します。
元請事業者の場合、「自社が登録した現場」を、
下請事業者の場合、「自社が施工体制に登録されている現場」
を選択します。

⑤ 作業員を登録する現場名を選択
（青く反転）し、設定ボタンを押します。

現場ＩＤ欄を入力し、検索すると該当
現場のみ表示されます。
現場名を入力すると部分一致で
表示されます。
ここに入力しなくても下の検索ボタン
で現場は表示されます

⑥ 作業員情報欄の明細登録ボタンを押します。

⑦ 技能者検索欄の検索ボタンを押します。

⑧ 表示された所属技能者で施工体制に登録する
技能者の左端にレ点チェックを入れます。

⑨ 設定ボタンを押します。

施工体制のつくり方（所属事業者による技能者の登録編）

4 5

6

7

8

9



一部省略

一
部
省
略

⑩ 登録した技能者が表示されるので
編集ボタンを押します。
【重要】
その現場での職種、立場、保有資格
を設定します。

⑪ 職種を選択します。
予め登録されている職種が
表示されます。

⑫ その現場での立場を選択します。

⑬ 設定ボタンを押します。

⑭ 職種や立場が反映しているかを確認し、
登録ボタンを押します。

⑮ 「はい」を押します。
⑯ 「はい」を押します。

施工体制のつくり方（所属事業者による技能者の登録編）

10

11

12

登録されている技能者の保有資格を
プルダウンから設定します。

13

14

15
16



技能者が当該現場に登録されているか確認します

「510_閲覧」の「50_施工体制登録情報」を押します

⑰から㉒の順番で進みます。

職種や立場が正しく設定されているか確認します。

⑰ 下請事業者の場合、こちらを選択します

⑱ 検索ボタンを押します。

⑲ 技能者を登録した現場のラジオボタンを選択します

⑳ 施工体制登録事業者ボタンを押します。

㉑ 事業者ＩＤの『青い数字』をクリックします。

㉒ 施工体制に登録されている技能者が一覧で表示されます
職種・立場・資格等の情報を確認します

施工体制のつくり方（所属事業者による技能者の登録編）

17

18

19

20

21

22



4. カードリーダー等の設置



カードリーダー等の設置 （カードリーダーの紹介）
建レコカードリーダー API連携システム対応カードリーダー



カードリーダー等の設置

PC＋建レコカードリーダー

キッズウェイ 建レコキット
屋内・屋外オールインワン
月単位レンタル

EasyPass CR (EP-01)
防塵防水 電源接続だけ
月額契約

キャリアリンク
電話発信 or 顔認証

それぞれの特徴は
各社のホームページより

カードリーダー紹介動画
CCUSチャンネル 公開中



○現場に設置する機器類（パソコンやカードリーダ等）やインターネット環境は元請事業者が準備します。
○就業履歴を蓄積するための就業履歴登録アプリ（建レコ）を事前にインストールします。
※アプリ「建レコ」は、ホームページから無料でダウンロードできます。

○インターネット環境が用意できない現場では、就業履歴を事後に直接システムへ登録することもできます。
※直接入力された就業履歴を登録する際は元請事業者の承認が必要となります。

【用意する機器・環境について】
技能者の就業履歴を蓄積するためには、以下の①②③の
機器・環境と、就業履歴登録アプリ「建レコ」が必要

現場設置イメージ

現場内での周知啓蒙用
ポスターはホームページの
『現場運用マニュアル』の
ページからダウンロード

Windowsパソコン
とカードリーダを設置
した例

iPadとカードリーダを
ブルートゥース接続し、
設置した

iPhoneとカードリーダ
をブルートゥース接続し、
設置した例

カードリーダー等の設置（建レコ）



建レコの利用イメージ

○現場管理者IDまたは管理者IDで建レコにログインします。
○管理現場一覧に当該現場管理者が担当者として設定された現場が表示されます。
○就業履歴を蓄積する現場を選択し、就業履歴を登録します。

入退場を時刻を記録する方法

就業履歴のみ記録する方法

読み込み時の画面

カードリーダー等の設置（建レコの設定）



小規模現場の特徴

・工期短い

・現場数多い

・職人掛け持ち

カードリーダー置けない

現場ごとの登録しない

施工体制登録しない

拠点を親現場として
現場登録

現場管理発想転換

小規模現場向け
拡張サービスの導入

ガラケー、スマホ
顔認証による入
退場管理

入退場記録か
らの逆引き施工
体制登録

建退協帳票への自動入力

まとめ現場登録
＋

作業場所メモ
機能

法定福利費・労災保険料実額算定

まとめ現場登録

作業場所メモ 作業場所メモ

拠点に出入りする技能者を事前に登録

拠点内どの現場に入場しても就業履歴蓄積

入場した技能者の所属事業者は
自動で施工体制登録（次数調整必要）

A棟
B棟

C棟
D棟 E棟

F棟

G棟
H棟

カードリーダー等の設置



５. 就業履歴の直接入力のつくり方



○技能者本人による直接入力 ○技能者が所属する事業者による直接入力

就業履歴の直接入力のつくり方

技能者が建設キャリアアップカードを忘れた場合など、後からシステムに直接入力することで就業履歴を
蓄積することができます。
直接入力する事が出来るのは 技能者本人 又は 技能者が所属する事業者 です



ここでは、技能者本人ではなく、所属する事業者の方が代行して入力する操作方法を説明します。
ただし、現場で働いた日の翌月末までしか入力できませんので、ご注意ください。
また、現場で働いた日の前月初日までの入力が出来ます。

➀ ＩＤとパスワードを入力し、ログインをクリックします。
事業者責任者または階層管理者のＩＤが操作可能です。

② 「710_代行申請メニュー」
をクリックします。

③ 「70_就業履歴入力代行（個別登録）」
をクリックします。

就業履歴の直接入力のつくり方

1

2

3



④ 自社が施工体制に登録されている
現場にレ点チェックを入れます。

⑤ 現場ＩＤまたは現場名を入力すると
検索しやすくなります。

⑥ 就業履歴蓄積期間をカレンダーボタンを押し
入力します。
入力できる日は前月初日から入力する当日まで
可能です。

⑦ 検索ボタンを押します。

⑧ 検索結果が表示されます。
現場を選択します。（青色に反転）

⑨ 設定ボタンを押します。

⑩ 検索ボタンを押します。
⑪ 技能者一覧が表示されるので、

該当する技能者を選択します。
（青色に反転）

⑫ 設定ボタンを押します。

就業履歴の直接入力のつくり方
4

5

6

7

8

9

10

12

11



⑮ 立場をプルダウンメニューから
選択します。

⑯ 職種を選択ボタンから入力します

⑱ 検索ボタンを押します

⑲ 小分類を選択します
（青色に反転します）

⑳ 設定ボタンを押します

⑰ 大分類をプルダウンメニュー
から選択します。

就業履歴の直接入力のつくり方

13 14

15

16

17

18

19

20



一
部
省
略

一
部
省
略

一部省略

㉑ 就業した年と月をプルダウン
メニューから選択します

㉒ 設定ボタンを押します

㉓ 編集ボタンを押します。
※右端にスクロールすると
表示されます。

㉔ 入場時間と退場時間をプルダウン
メニューから設定します。

㉕ 設定ボタンを押します

【参考】
元請事業者が承認しやすいよう
入力します。

このように入力カレンダーが表示されます。

就業履歴の直接入力のつくり方

21

22

23

24

25



一部省略

㉖ 入力した日が黄色に表示されます

㉗ 登録ボタンを押します

【補足】
例えば、午前に「Ｚプロ建設工事」に従事し、午後から「Ａプ
ロ建設工事」に従事した場合、『追加』ボタンを押すことによ
って、入力することができます。

12/3
8:00から12:00まで、
Ｚプロ建設工事に職⾧
で特殊作業員として従
事し、
13:00から17:00まで
Ａプロ建設工事に普通
作業員として従事した
例

【参考】メールを配信する場合、
レ点チェックを入れます

㉘ はいボタンを押します

㉙ はいボタンを押します
これで登録が完了しました

就業履歴の直接入力のつくり方

26

27

28

29



一部省略

① 「520_就業履歴」「30_承認・確認」
メニューを押します。

② 承認対象欄の『元請事業者承認分』と
状況欄の『未承認』にラジオボタンに
チェックを入れます

③ 検索ボタンを押します

④ 就業履歴ボタンを押します

⑥ 承認ボタンを押します

⑤ 該当する行にレ点チェックを入れます

承認に変わりました
成功です

就業履歴の直接入力のつくり方（元請け事業者による承認方法）

1
2

3

4

5

6

7 8



6. 所属技能者の関連付け



施工体制に技能者を登録しようとしたが、技能者が表示されない‼
技能者と事業者の関連付けが出来ていない可能性が有ります
技能者の情報に所属会社の事業者IDを登録しましょう

まずは以下の手順で所属事業者が確認しましょう
【510閲覧→30技能者の検索】

【重要】
技能者登録済みで技能者一覧に表示されない場合は
関連付けが出来ていません

所属技能者の関連付け

技能者IDで確認するには 【310閲覧→30所属事業者情報】

【重要】
所属事業者ＩＤ欄が空白の場合、
たとえ所属事業者名欄に会社名が表示されていても
関連付けが出来ていません



技能者と所属事業者を関連付けする手順です
技能者自身が変更申請する事も出来ますが、ここでは所属事業者による変更代行申請の方法を
説明します。
①所属事業者から技能者へ同意依頼 ②技能者の同意 ③所属事業者が変更代行申請
以上の流れで進みます。

1

① 所属事業者のＩＤとパスワードを入力し、
ログインします。

② 「710_代行申請」を
クリックします

所属技能者の関連付け

1

2

3

③ 「30_技能者の変更代行申請
同意依頼」をクリックします

①所属事業者から技能者へ同意依頼



④ 同意一覧の代行同意登録
ボタンを押します。

⑤ 代行申請同意依頼画面が
開くので技能者ＩＤを入力し
検索ボタンを押します

⑧⑨ 「はい」ボタンを押します
⑩ 同意一覧の状況が『依頼中』に変わりました

【重要】
技能者へ連絡し、同意するよう促します。
次ページで同意の方法を説明します。

所属技能者の関連付け

4

5

⑥ 事業者IDの登録に
レ点チェックを入れます

⑦ 依頼ボタンを押します

レ

6

7

89

10



②技能者の同意（①から⑦まで順番に進みます）

④ 代行変更依頼の内容を確認の上
同意ボタンを押します

② 「370_代行申請」
「10_変更申請の同意確認」を押します

③ 確認ボタンを押します

⑤⑥「はい」ボタンを押します

技能者IDで
ログインします。

⑦ 要請を受けている同意依頼が無くなったことを確認します
以上で技能者による同意作業が完了しました

所属技能者の関連付け

1

2

3

4

56

7



③所属事業者による変更代行申請のつくり方

1

所属技能者の関連付け

3

4

⑤ 所属事業者の欄までスクロールして
「えんぴつボタン」を押します。

5

6

⑥ 現状は所属事業者IDが空白です

⑦ 主たる所属事業者欄を右端迄
スクロールし編集ボタンを押します

7

① 「710_代行申請」
② 「31_技能者の変更代行」

を押します
③ 技能者ＩＤを入力します
④ 検索ボタンを押します

2

1
3

4



所属技能者の関連付け

⑧ 所属事業者（主たる所属事業者）欄の
事業者選択ボタンをクリック

8

⑨ 検索条件欄に事業者IDを入力
⑩ 検索ボタンをクリック

9

10

⑪ 所属事業者の情報が表示
されるので列を選択して青色反転
させ設定ボタンをクリック

11 ⑫ 所属事業者の情報が
「主たる所属事業者」として反映
されました
内容を確認して設定ボタンをクリック

12



所属技能者の関連付け

⑬ 所属事業者のIDが表示されたので
「内容確認へ」ボタンをクリック

13

⑭ 事業者ID欄が変更箇所として黄色になっています
「申請」ボタンをクリックします

14

15

16

⑮⑯ はいをクリック

「変更・更新申請番号確認」欄に申請番号が表示されます
登録メールアドレス宛に「技能者情報変更完了のお知ら
せ」
が届きます



7. 施工体制に登録された情報の確認



①510閲覧 → 50施工体制登録情報 ②「自社が登録した現場」 か 「自社が施工体制に登録されている現場」にチェックを付け検索

③明細一覧に表示される現場を選択し 「施工体制登録事業者」 ④表示された青文字の事業者IDをクリック

社会保険加入状況 作業に必要な資格保有状況
能力評価に必要な就業内容
（職種・立場・作業内容）

510_50_施工体制登録情報
から施工体制に登録されている
技能者一覧が見られる

施工体制登録技能者一覧



就業履歴月別カレンダー（技能者毎の日毎の就業履歴・就業内容）

能力評価に必要な就業内容
（職種・立場・作業内容）現場情報元請事業者

就業日数計

建退共
加入状況

510_60_自社に関する現場・就業履歴の就業履歴（月別カレンダー）から当該技能
者IDをクリックすると当該技能者個人の当月蓄積された就業履歴が日毎で見られる

就業日

①510閲覧 → 60自社に関する現場・就業履歴 ②「自社が登録した現場」 か 「自社が施工体制 に登録されている現場」にチェックを付け検索
③情報に表示される現場を選択し 「就業履歴（月別カレンダー）」 ④表示された青文字の技能者IDをクリック



(注)現場・契約情報の契約情報の内容が反映されます。

(注)施工体制登録の工事名・工事内容が反映されます。

(注)施工体制登録の工事名・工事内容が反映されます。

◎システムへの施工体制の登録が必要です。

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に
自動反映される項目

施工体制台帳（出力できる者:元請事業者、当該下請事業者）
①540安全書類 → 10施工体制台帳 ②現場IDを入力し検索 ③帳票出力 → 「はい」 → 「はい」

④910ダウンロード → 10帳票ダウンロード ⑤帳票ダウンロード一覧に表示された帳票を右スクロールし「ダウンロード」



◎システムへの施工体制の登録が必要です。

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反映される項目

作業員名簿（社会保険加入状況組込版）

①540安全書類 → 70作業員名簿（社会保険加入状況組込版） ②現場IDを入力し検索 ③帳票出力 → 「はい」 → 「はい」

④910ダウンロード → 10帳票ダウンロード ⑤帳票ダウンロード一覧に表示された帳票を右スクロールし「ダウンロード」

（出力できる者:元請事業者、当該下請事業者）


